
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波診断するための超音波振動子を備え、体腔内に挿入される挿入部の先端に配置さ
れた超音波振動子部と、
　前記挿入部の基端側に設けられ、回転力を発生させる回転駆動源を備えた操作部と、
　前記操作部に設けられ、前記超音波振動子部の進退指示を行うためのレバー部と、
　先端側を前記超音波振動子部に接続されるとともに、基端側を前記レバー部に接続され
、前記レバー部の動作に応じて前記超音波振動子部を進退させる中空状に形成された進退
部材としてのシース体と、
　前記シース体内に挿通されて前記超音波振動子部を回転可能に保持するとともに、前記
レバー部の進退に応じて前記シース体とともに進退動作する第１の駆動力伝達部材と、
　前記回転駆動源に接続され、回転力を伝達させる第２の駆動力伝達部材と、
　前記第１の駆動力伝達部材を進退方向に とともに、前記第１の駆動
力伝達部材を前記第２の駆動力伝達部材に対して回転方向に係止させる係止部を備え、

前記第２の駆動力伝達部材の回転力を前記第１の駆動力伝達部材に伝達させる駆動
力伝達機構部と、
　を具備することを特徴とする超音波内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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本発明は、体腔内に挿入され挿入部の先端部にメカニカル走査型の超音波振動子を備えた
超音波内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、超音波振動子から生体組織内に超音波パルスを繰り返し送信し、この生体組織から
反射される超音波パルスのエコーを同一、或いは、別体に設けた超音波振動子で受信して
、この超音波パルスを送受信する方向を徐々にずらすことによって、生体内の複数の方向
から収集した情報を可視像の超音波診断画像として表示する超音波診断装置が種々提案さ
れている。
【０００３】
そして、近年では体腔内の深部を内視鏡及び超音波によって観察の行える超音波内視鏡も
種々提案されており、特公昭６３－１０５０号公報には体腔内の病変部等の観察部位を観
察しながら正確、かつ容易に超音波発振体の走査面をその病変部に誘導して密着させ正確
に超音波検査を行うことができるように、進退操作ノブと一体に回動するピニオン歯車を
設け、この進退操作ノブを回転操作することによって、多数の歯車を軸方向沿いに螺刻し
てなるラック歯車を動作させることによって超音波発振体を必要に応じ、挿入部の先端部
から外方に向けて突出構造とした体腔内検査用超音波スキャナ装置が示されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記特公昭６３－１０５０号公報の体腔内検査用超音波スキャナ装置では
進退操作ノブの回転操作をラック・ピニオン機構によってしてラック歯車を動作させて超
音波発振体の走査面を挿入部の先端部から突出させる構成にしていたため、このラック・
ピニオン機構部が複雑になって操作部が大きくなるという不具合があった。
【０００５】
本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、操作部の大径化や厚みの増大など、操作
部を大型化させることなく、簡単な操作で超音波振動子部を挿入部の先端部から突出させ
た状態又は先端部に収納した状態にして観察を行える超音波内視鏡を提供することを目的
にしている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明による超音波内視鏡は、超音波診断するための超音波振動子を備え、体腔内に挿
入される挿入部の先端に配置された超音波振動子部と、前記挿入部の基端側に設けられ、
回転力を発生させる回転駆動源を備えた操作部と、前記操作部に設けられ、前記超音波振
動子部の進退指示を行うためのレバー部と、先端側を前記超音波振動子部に接続されると
ともに、基端側を前記レバー部に接続され、前記レバー部の動作に応じて前記超音波振動
子部を進退させる中空状に形成された進退部材としてのシース体と、前記シース体内に挿
通されて前記超音波振動子部を回転可能に保持するとともに、前記レバー部の進退に応じ
て前記シース体とともに進退動作する第１の駆動力伝達部材と、前記回転駆動源に接続さ
れ、回転力を伝達させる第２の駆動力伝達部材と、前記第１の駆動力伝達部材を進退方向
に とともに、前記第１の駆動力伝達部材を前記第２の駆動力伝達部材
に対して回転方向に係止させる係止部を備え、 前記第２の駆動力伝達部材の回転
力を前記第１の駆動力伝達部材に伝達させる駆動力伝達機構部とを具備することを特徴と
する。
【０００９】
　上記構成において、超音波振動子部の進退指示を行うためのレバー部の動作に応じて中
空状に形成された進退部材としてのシース体で前記超音波振動子部を進退させ、先端構成
部から突没させる。一方、駆動力伝達機構部によって第１の駆動力伝達部材を進退方向に

とともに、前記第１の駆動力伝達部材を前記第２の駆動力伝達部材に
対して回転方向に係止させ、 前記第２の駆動力伝達部材の回転力を前記第１の駆
動力伝達部材に伝達させ、超音波振動子を回転させる。
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【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
図１ないし図９は本発明の一実施形態に係り、図１は超音波内視鏡の構成を説明する図、
図２は超音波内視鏡の内部機構を簡単に説明する概略図、図３は超音波内視鏡の先端部分
の構成を説明する図、図４は超音波内視鏡の主操作部先端側の構成を説明する断面図、図
５は主操作部を反進退操作レバー側から見たときの説明図、図６は主操作部の進退操作レ
バー側の構成を説明する図、図７は超音波振動子部の先端構成部に対する動作を説明する
図、図８は超音波振動子部を先端構成部から突出させるように進退操作レバーを操作した
状態を示す図、図９は駆動力伝達機構部の動作を説明する図である。
【００１３】
図３（ａ）は超音波内視鏡の先端部分を正面から見たときの図、図３（ｂ）は超音波内視
鏡の先端部分の構成を説明する断面図、図６（ａ）は主操作部を進退操作レバー側から見
たときの説明図、図６（ｂ）は超音波内視鏡の主操作部基端側の構成を説明する断面図、
図７（ａ）は超音波振動子部が先端構成部の振動子部収納空間部に収納されている状態を
示す図、図７（ｂ）は超音波振動子部を先端構成部から突出させた状態を示す図、図７（
ｃ）は図７（ｂ）のＡ矢視図、図８（ａ）は主操作部を進退操作レバー側から見たときの
説明図、図８（ｂ）は超音波内視鏡の主操作部基端側の構成を説明する断面図、図９（ａ
）は超音波振動子部が先端構成部に収納されている状態の動力伝達機構部を説明する断面
図、図９（ｂ）は超音波振動子部を先端構成部から突出させた状態の動力伝達機構部を説
明する断面図である。
【００１４】
図１に示すように本実施形態の超音波内視鏡１は、体腔内に挿入される可撓性を有する挿
入部２と、この挿入部２の基端部に連結された把持部を兼ねる主操作部３と、この主操作
部３の後端部に設けられ駆動ユニットを内蔵した副操作部４と、前記主操作部３の側部か
ら延出し基端部に図示しない光源装置に着脱自在に接続される光源用コネクタ５ａを備え
、この光源用コネクタ５ａの側部に図示しないカメラコントロールユニットから延出する
カメラケーブル（不図示）が接続される電気コネクタ部５ｂを設けたユニバーサルコード
５と、前記副操作部４の側部から延出し基端部に図示しない超音波診断観測装置に着脱自
在に接続される超音波用コネクタ６ａを備えた超音波コード６とで主に構成されている。
【００１５】
前記挿入部２は、先端側から順に、硬質な部材で形成された先端構成部７、例えば上下左
右方向に湾曲自在な湾曲部８、柔軟で細長なシースで形成された可撓管部９を連接して構
成されている。本実施形態の超音波内視鏡１は、挿入部２を構成する先端構成部７から突
没する超音波振動子部３０内に後述する超音波振動子を内蔵している。
【００１６】
前記超音波観測装置には超音波振動子の制御を行う駆動制御部及び超音波振動子との信号
の送受を行う信号処理部等が備えられており、この超音波観測装置で生成された映像信号
を表示装置に出力することによって超音波画像の観察を行えるようになっている。
【００１７】
前記主操作部３には例えば穿刺針などの処置具を前記挿入部２内を挿通して図３（ａ）に
示す先端構成部７の先端面７ａで開口する処置具導出口１１が出口になる処置具挿通用チ
ャンネルへの入り口となる処置具挿入口３ａや前記湾曲部８を所望の方向に湾曲操作する
湾曲操作レバー３ｂや送気及び送水の操作を行う送気・送水ボタン３ｃ、吸引を行う吸引
ボタン３ｄ、前記超音波振動子部３０を突没操作する進退操作レバー３ｅが設けられてい
る。一方、前記副操作部４には超音波画像や内視鏡光学画像を静止させたり、写真を撮る
ためのリモートスイッチ４ａが複数設けられている。
【００１８】
図２を参照して超音波内視鏡１の内部機構を簡単に説明する。
図に示すように本実施形態の超音波内視鏡１の超音波振動子部３０内には副操作部４に設
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けられた回転駆動源である駆動ユニットの駆動モータ４ｂの回転駆動力が伝達されて回転
する超音波振動子３１が配置されている。この超音波振動子部３０は、主操作部３に設け
た進退操作レバー３ｅを矢印に示すように回動操作することによって、先端構成部７から
矢印に示すように突没する構成になっている。
【００１９】
前記超音波振動子３１は、駆動力伝達部材であるフレキシブルシャフト３９によって伝達
される回転駆動力によって回転するようになっており、このフレキシブルシャフト３９の
基端部には後述する駆動力伝達機構部５０を介して前記駆動モータ４ｂの回転駆動力が伝
達されるようになっている。
【００２０】
前記超音波振動子部３０にはこの超音波振動子部３０を突没動作させる進退部材である進
退用シース３７の一端部が固定されている。そして、この進退用シース３７の他端部は、
前記主操作部３内で挿入部軸方向に摺動するように配置された後述する進退機構部６０に
固定されている。この進退機構部６０には後述するレバー操作伝達機構部７０を介して前
記進退操作レバー３ｅの操作指示が伝達されるようになっている。つまり、前記進退操作
レバー３ｅの回動操作に連動して、前記進退用シース３７が進退移動して前記超音波振動
子部３０が突没動作する構成である。なお、前記進退用シース３７は、前記フレキシブル
シャフト３９を遊嵌した状態で覆い包んでいる。
【００２１】
以下、図３ないし図６を参照して超音波内視鏡１の具体的な構成を説明する。
図３（ａ）及び図３（ｂ）に示すように前記超音波内視鏡１の挿入部２を構成する先端構
成部７には超音波観察を行うための超音波振動子部３０を収納する収納空間となる振動子
部収納空間部２１が形成されている。そして、前記先端構成部７の外表面の一部には前記
振動子部収納空間部２１に連通し、この振動子部収納空間部２１に前記超音波振動子部３
０を収納したとき、この超音波振動子部３０の外表面の一部が前記先端構成部７の外表面
上に位置する切欠部７ｂが形成されている。
【００２２】
この切欠部７ｂは挿入部長手軸方向に対して略平行に形成されており、前記超音波振動子
部３０が前記進退操作レバー３ｅの進退操作に応じて突没する際、この超音波振動子部３
０の外周面部が前記切欠部７ｂの開口端部を案内にして進退移動するようになっている。
つまり、この切欠部７ｂは、観察用及び案内用を兼用している。
【００２３】
また、前記先端構成部７には前記振動子部収納空間部２１に併設して観察部位をとらえる
観察光学系１０が所定の位置に接着剤或いはビス等によって一体的に配置固定されている
。この観察光学系１０は、観察部位の光学像を図示しないＣＣＤの撮像面に結像させる複
数の光学レンズ１０ａと、これら光学レンズ１０ａ保持するレンズ枠１０ｂ等で構成され
ている。
【００２４】
図３（ａ）に示すように前記先端構成部７の先端面７ａには処置具を観察部位に導く処置
具導出口１１、観察光学系を構成する観察用レンズカバー１２や照明光学系を構成する２
つの照明用レンズカバー１３及び前記レンズカバー１２，１３の表面に付着した汚物や体
液等を排除する液体、或いはこのレンズカバー１２，１３の表面に付着した液体を吹き飛
ばす空気などを噴出するノズル１４が所定位置に配設されている。
【００２５】
図３（ｂ）に示すように前記先端構成部７の基端部外周には前記湾曲部８を構成する第１
湾曲駒８ａが固設されており、この第１湾曲駒８ａに複数の湾曲駒８ｂ，…，８ｂが回動
自在に連接している。これら回動自在に構成された湾曲駒８ａ，８ｂ，…，８ｂの外周に
は網管８ｃ及び外皮チューブ８ｄが被覆されている。また、前記先端構成部７には口金１
５が固設されており、この口金１５には挿入部２内を挿通するガイドチューブ１６の一端
部が糸巻き接着等によって固定されている。なお、前記湾曲駒８ａには図示しない湾曲ワ
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イヤが所定の位置に固定されている。
【００２６】
前記超音波振動子部３０は、超音波の出射方向が挿入部長手軸に対して直交する超音波振
動子３１と、この超音波振動子３１が配置固定される曲面部３２ａと細長な軸部３２ｂと
を備えた略Ｙ字形状で後述するフレキシブルシャフトからの回転駆動力によって回転する
振動子ホルダ３２と、この振動子ホルダ３２の軸部３２ｂが遊嵌する貫通孔を有し、先端
側に雌ネジを形成した凹部を有する断面形状が略凸字形状で例えばステンレス鋼などの金
属部材で形成された振動子部本体３３と、前記振動子ホルダ３２の軸部３２ｂが摺動自在
に挿通配置され、前記振動子部本体３３の凹部に形成されている雌ネジに螺合する雄ネジ
を外周面に形成した大径部３４ａと前記振動子部本体３３の貫通孔内に係入配置される小
径部３４ｂとを有する滑り軸受部材３４と、この振動子部本体３３の先端側に糸巻き接着
等によって固定配置されるポリメチルペンテンやポリエチレン、ポリエーテルブロックア
ミド等、超音波透過性に優れた材質で形成された先端キャップ３５と、この先端キャップ
３５内に例えば流動パラフィン、水、カルボキシルメチルセルロース水溶液、ＫＹゼリー
等の超音波伝達媒体を封入する際に着脱される前記先端キャップ３５に螺合するネジ部を
有する蓋体３６とで主に構成されている。この蓋体３６の先端キャップ空間側には超音波
振動子３１の端部を配置可能にする逃がし凹部３６ａが形成してある。
【００２７】
前記振動子部本体３３の基端側凸部には超音波振動子部３０を、前記進退操作レバー３ｅ
の操作に応じて先端構成部７に対して突没させる進退部材である例えば、ステンレス等の
細径の金属素線を網状に形成し、絶縁性の樹脂部材に一体成形によって層構造に形成した
ブレード付き等伸縮性を小さくした進退用シース（３７の先端部が例えば糸巻き接着によ
って固定されている。
【００２８】
また、振動子部本体３３の側周面所定位置には前記進退用シース３７の進退移動にしたが
って前記超音波振動子部３０を挿入部長手軸方向にスムーズに案内移動させるためのガイ
ドネジ３８が螺合固定されている。このガイドネジ３８の基端部は、前記振動子部収納空
間部２１の前記切欠部７ｂに対向する内周面に挿入部長手軸方向に形成された案内溝７ｃ
に配置されている。
【００２９】
前記振動子部本体３３の先端側凹部には図示しない駆動装置の回転駆動力を伝達する中空
構造のフレキシブルシャフト３９の一端部が固定されている。このフレキシブルシャフト
３９内には前記超音波振動子３１から延出して、前記超音波振動子３１を駆動制御する駆
動信号や超音波振動子３１受信した信号を伝送する信号ケーブル３１ａが挿通配置されて
いる。そして、このフレキシブルシャフト３９は、前記進退用シース３７内に遊嵌した状
態で挿通配置されている。
【００３０】
なお、符号４０は超音波振動子３１から出射される超音波が振動子部収納空間部２１の内
面で反射するのを防止する超音波反射防止部材である。符号４１は汚物等が挿入部２内に
侵入するのを防止す第１Ｏリングである。符号４２は先端キャップ３５内に封入された超
音波伝達媒体がフレキシブルシャフト３９側に漏れたり、進退用シース３７内に摺動性を
向上させる目的で封入した潤滑油が先端キャップ内に漏れることを防止する第２Ｏリング
である。符号４３は振動子部本体と滑り軸受部剤との隙間を通って超音波伝達媒体や潤滑
油が漏れることを防止する第３Ｏリングである。符号４４は摺動性を向上させる目的で封
入する潤滑油が封入される進退用シース３７の空間部に連通する透孔を封止する封止ネジ
である。
【００３１】
図４及び図５に示すように前記進退用シース３７の他端部は、前記ガイドチューブ１６内
を挿通して主操作部３内に配置固定されている地板３ｆに形成した長穴３ｇに沿って挿入
部長手軸方向に摺動するように構成されたスライドプレート３ｈに例えばネジ固定された
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進退機構部６０を構成する中央部に貫通孔を有する進退部本体６１の口体部６１ａに配置
されている。
【００３２】
ここで、進退機構部６０について説明する。
前記進退機構部６０は、前記口体部６１ａを有し、先端部外周面に雄ネジ部を形成し、前
記貫通孔の基端部に段付穴を設けた進退部本体６１と、前記口体部６１ａに配置された進
退用シース３７の外周に配置される弾性を有するゴム部材等でＯ字形状に形成した弾性固
定部材６２と、この弾性固定部材６２を先端側から押圧するように前記進退用シース３７
の外周に配置される金属製リング部材である押圧リング６３と、前記進退部本体６１の雄
ネジ部に螺合する雌ネジ部を有し、前記押圧リング６３を保持する鍔部を有する第１止め
ナット６４と、前記段付穴の底面側凹部に配置され、この段付穴内周面と駆動力伝達機構
部５０を構成する硬質シャフト５１の外周面との間の水密を保持して例えば潤滑油が漏れ
ることを防止するパッキン部材６５と、前記段付穴の開口側凹部に配置されて前記硬質シ
ャフト５１を摺動自在に保持するベアリング６６と、このベアリング６６が段付穴から脱
落するのを防止する第２止めナット６７と、前記進退用シース３７内に注入された潤滑油
が外部に漏れ出ることを防止するため注入口を封止する封止ネジ６８とで主に構成されて
いる。
【００３３】
前記進退用シース３７を前記口体部６１ａに固定する際には、前記第１止めナット６４を
６１の雄ネジ部に螺合していく。すると、第１止めナット６４の移動に伴って押圧リング
６３が移動していく。この押圧リング６３が移動を開始すると前記弾性固定部材６２が押
しつぶされて内径寸法が小さくなるように変形する。すなわち、前記進退用シース３７は
、弾性固定部材６２の変形によって前記口体部６１ａに固定配置される。
【００３４】
前記進退用シース３７内に遊嵌状態で挿通配置され、一端部を前記振動子部本体３３に固
定したフレキシブルシャフト３９の他端部は前記進退部本体６１の貫通孔内で硬質シャフ
ト５１の先端部に固定されている。
【００３５】
次に、前記フレキシブルシャフト３９に前記駆動モータ４ｂの回転駆動力を伝達する駆動
力伝達機構部５０を説明する。
前記駆動力伝達機構部５０は、硬質な中空パイプ部材で形成され、先端部に前記フレキシ
ブルシャフト３９が固定される硬質シャフト５１と、この硬質シャフト５１の他端部に止
めネジ５２によって固定配置される円柱形状のスライドブロック５３と、このスライドブ
ロック５３が摺動自在に配置されるスライド空間部５４ａ及びこのスライド空間部５４ａ
に連通する長手軸方向に細長なスライド案内溝５４ｂを有する細長筒状の回転伝達本体５
４と、この回転伝達本体５４の基端部に一端部を固定し、他端部を前記駆動モータ４ｂの
図示しない出力軸に固定して、この駆動モータ４ｂの回転駆動力を伝達する中空の回転出
力伝達シャフト５５と、この回転出力伝達シャフト５５を回転自在に保持する突部５８ａ
を有する前記地板３ｆに固定される回転伝達ペース部材５８とで主に構成されている。
【００３６】
前記回転出力伝達シャフト５５は、前記突部５８ａの空間部内に配置された一対のベアリ
ング５６ａ，５６ｂと、このベアリング５６ａとベアリング５６ｂとの間隔を所定間隔に
設定するスペーサ５７とによって回転自在に保持されている。
【００３７】
前記スライドブロック５３は、スライド空間部５４ａ内で回転することなく、かつ摺動自
在となるように回転伝達本体５４のスライド案内溝５４ｂに配置される回転止めネジ５３
ａによって保持されている。
【００３８】
したがって、前記駆動モータ４ｂの回転駆動力が回転出力伝達シャフト５５を介して回転
伝達本体５４に伝達されて回転を開始すると、この回転伝達本体５４のスライド空間部５
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４ａ内に配置されているスライドブロック５３も一体で回転を開始する。すると、このス
ライドブロック５３の回転が止めネジ５２によって一体に固定されて硬質シャフト５１を
回転させる。このことによって、この硬質シャフト５１の先端部に固定されているフレキ
シブルシャフト３９が回転して超音波振動子３１が回転する。
【００３９】
なお、前記スライド空間部５４ａの回転出力伝達シャフト５５側空間部は、前記スライド
ブロック５３が回転出力伝達シャフト５５側に配置された状態のとき、弛んで余った状態
になっている信号ケーブル３１ａが収納されるケーブル収納空間部として構成されている
。符号５５ａは前記蓋体５９の基端部に配置されて前記回転出力伝達シャフト５５を遊嵌
した状態で覆うガイドチューブである。符号５９は前記突部５８ａの空間部に配置される
ベアリング５６ａ，５６ｂ及びスペーサ５７が脱落するのを防止する蓋体５９である。
【００４０】
次いで、図４及び図６（ａ），（ｂ）を参照して前記進退操作レバー３ｅの動作を前記進
退機構部６０に伝達するレバー操作伝達機構部７０について説明する。
図６（ａ）に示すように進退操作レバー３ｅの根元部は、湾曲操作レバー軸３ｊに対して
同軸に回動自在に配置されている進退操作レバー軸３ｉに固定されている。
【００４１】
前記進退操作レバー３ｅが回動操作されたときの操作指示を前記進退機構部６０に伝達す
るレバー操作伝達機構部７０は、進退操作レバー３ｅの根元部に固定された例えば略Ｌ字
形状の第１アーム部材７１と、この第１アーム部材７１に第１連結ピン７３ａによって回
動自在に連結される第２アーム部材７２と、このアーム部材７２と第２連結ピン７３ｂに
よって回動自在に連結され、前記アーム部材７２の移動に伴ってスライドガイド部材７４
内を摺動移動し、前記進退部本体６１と一体に固定されたスライドプレート３ｈと連結部
材７５によって一体的に固定されるレバー操作伝達部材７６とで構成されている。
【００４２】
このことにより、前記進退操作レバー３ｅを回動操作すると、この操作指示が進退操作レ
バー３ｅから第１アーム部材７１、第２アーム部材７２を介してレバー操作伝達部材７６
に伝達される。そして、このレバー操作伝達部材７６が前記アーム部材７１，７２の動作
に応じてスライドガイド部材７４内を移動するとともに、このレバー操作伝達部材７６と
連結部材７５によって一体的に固定されたスライドプレート３ｈが移動を開始する。する
と、このスライドプレート３ｈに固定されている進退部本体６１が移動して、進退用シー
ス３７を進退させることによって超音波振動子部３０が先端構成部７に対して突没するよ
うになっている。
【００４３】
上述したように、本実施形態においては前記レバー操作伝達機構部７０と前記駆動力伝達
機構部５０及び進退機構部６０とが地板３ｆを挟んで配置されている。そして、前記レバ
ー操作伝達機構部７０と前記進退機構部６０とは地板３ｆに形成した長穴３ｇ及びスライ
ドガイド部材７４に形成した長穴７４ａを介して連結部材７５によって連結されている。
【００４４】
なお、図６に示す位置に進退操作レバー３ｅが位置しているとき、前記超音波振動子部３
０は振動子部収納空間部２１内に収納された状態である。また、符号７７は地板３ｆとス
ライドガイド部材７４との間に配置される補強板であり、この補強板７７には前記連結部
材７５が通過する長穴７７ａが形成されている。
【００４５】
上述のように構成した超音波内視鏡１の作用を説明する。
まず、進退操作レバー３ｅを前記図５及び図６に示した位置に配置する。このとき、図７
（ａ）に示すように前記超音波振動子部３０が前記先端構成部７に形成した振動子部収納
空間部２１に収納された状態になり、この状態で前記超音波内視鏡１の観察光学系１０を
構成する観察用レンズカバー１２を通して得られる内視鏡画像を観察しながら挿入部２を
目的観察部位まで挿入していく。
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【００４６】
そして、前記超音波振動子部３０を先端構成部７内に収めたままの状態で超音波走査を行
う場合には前記観察用レンズカバー１２を通して目的観察部位の位置を確認した後、駆動
モータ４ｂを駆動させて前記フレキシブルシャフト３９を回転させ、湾曲操作や捻じり操
作等の手元操作を適宜行って、前記先端構成部７に形成されている切欠部７ｂを目的観察
部位に配置する。このことによって、振動子ホルダ３２に固定されている超音波振動子３
１が回転して、目的観察部位に超音波が出射されることによって、目的観察部位の超音波
画像が図示しない表示装置に表示されて超音波観察を行える。
【００４７】
一方、前記超音波振動子部３０を先端構成部７に対して突出させた状態にして３６０°全
周の超音波走査を行う場合には、前記観察用レンズカバー１２を通して目的観察部位の観
察を行いながら主操作部３に設けた進退操作レバー３ｅを図２に示す破線方向に移動させ
る。
【００４８】
このとき、前記フレキシブルシャフト３９を回転している状態であっても、図８（ａ），
（ｂ）に示すように前記進退操作レバー３ｅの回動操作に連動して第１アーム部材７１、
第２アーム部材７２を介してレバー操作伝達部材７６が先端側に移動する。そして、この
レバー操作伝達部材７６の先端側への移動に伴って、このレバー操作伝達部材７６に連結
部材７５によって一体的に固定されたスライドプレート３ｈに固設された進退部本体６１
が移動して、進退用シース３７が先端側に移動する。
【００４９】
すると、前記超音波振動子部３０が切欠部７ｂ及び案内溝７ｃを案内にして先端構成部７
より徐々に突出して、図７（ｂ）及び図７（ｃ）に示すように前記超音波振動子部３０が
先端構成部７から突出した状態になって、目的観察部位の３６０°全周にわたる超音波画
像が図示しない表示装置に表示されて超音波観察を行える。
【００５０】
なお、前記超音波振動子部３０が図７（ａ）に示すように先端構成部７の振動子部収納空
間部２１に収納されている状態から図７（ｂ）に示すように先端構成部７から突出させた
状態にしたとき、前記振動子部本体３３が進退用シース３７とともに移動する際、前記フ
レキシブルシャフト３９も振動子部本体３３と一体的に移動する。このとき、図９（ａ）
，（ｂ）に示すようにフレキシブルシャフト３９に固定されている硬質シャフト５１が移
動するので、スライドブロック５３が回転伝達本体５４のスライド空間部５４ａを先端側
に移動する。このとき、ケーブル収納空間部に弛んで余った状態になっている信号ケーブ
ル３１ａが徐々に伸びた状態となる。
【００５１】
このように、主操作部に設けた進退操作レバーを適宜操作することによって、超音波振動
子部を振動子部収納空間部内に収納した状態又は先端構成部から突出させた状態にして術
者の所望する超音波観察を選択的に行うことができる。
【００５２】
また、レバー操作伝達機構部と動力伝達機構部及び進退機構部とを地板を挟んで配置した
ことによって操作部内に効率良く構成部品を配置することが可能になって、操作部の大型
化を防止することができる。
【００５３】
さらに、超音波振動子部の進退動作を、この超音波振動子部を構成する振動子部本体に固
定した進退用シースの進退動作で行うとき、この振動子部本体の移動と一体的に進退用シ
ース内を挿通するフレキシブルシャフトが移動する構成にするとともに、予めフレキシブ
ルシャフト内を挿通する信号ケーブルをケーブル収納空間部内で弛ませた状態にしたこと
により、超音波振動子部の進退動作によって、フレキシブルシャフトが引っ張られて信号
ケーブルが断線することを確実に防止することができる。
【００５４】
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なお、前記回転伝達本体５４のスライド空間部５４ａ内に摺動自在なスライドブロック５
３を配置し、このスライドブロック５３に硬質シャフト５１を固定することにより、前記
スライドブロック５３を進退自在に構成する代わりに、図１０（ｄ）に示すように硬質シ
ャフト５１に例えば対向する平面部５１ａを形成した基端側シャフト５１ｂを設けている
。そして、この基端側シャフト５１ｂを図１０（ａ），（ｂ）に示すように凹部５４ｄを
形成した回転伝達本体５４ｃの開口側端部に配置される円柱案内部材８１に形成した貫通
穴８２を通して凹部５４ｄ内に配置させている。
【００５５】
このとき、図１０（ｃ）に示すように前記円柱案内部材８１の貫通穴８２の形状を、前記
硬質シャフト５１の基端側シャフト５１ｂの外形形状と相似形状に形成して、前記基端側
シャフト５１ｂが貫通穴８２を摺動する構成にしている。なお、円柱案内部材８１はネジ
８３によって回転伝達本体５４ｃの開口側端部に一体的に固定されている。
【００５６】
このことにより、前記駆動モータ４ｂの回転駆動力が回転出力伝達シャフト５５を介して
回転伝達本体５４ｃに伝達されて回転を開始すると、この回転伝達本体５４ｃの開口側端
部に配置されている円柱案内部材８１が一体に回転して平面部５１ａを有する硬質シャフ
ト５１が回転する。したがって、この硬質シャフト５１の先端部に固定されているフレキ
シブルシャフト３９が回転することにより超音波振動子３１を回転して上述の実施形態と
同様の作用を得ることができる。
【００５７】
また、超音波振動子部３０が図７（ａ）に示すように先端構成部７の振動子部収納空間部
２１に収納されている状態から図７（ｂ）に示すように先端構成部７から突出した状態に
なるとき、前記振動子部本体３３が進退用シース３７とともに移動する際、前記フレキシ
ブルシャフト３９も振動子部本体３３と一体で移動し、このフレキシブルシャフト３９の
基端部と固定されている硬質シャフト５１の基端側シャフト５１ｂが貫通穴８２を摺動し
て上述の実施形態と同様の作用を得ることができる。
【００５８】
そして、前記実施形態の硬質シャフトとスライドブロックとをネジ固定する作業を省ける
等、組立て作業性の改善を図れる。
【００５９】
又、本実施形態においては主操作部３に配置した地板３ｆを挟んでレバー操作伝達機構部
７０と、駆動力伝達機構部５０及び進退機構部６０とを配置する際、レバー操作伝達機構
部７０の進退中心軸線と、駆動力伝達機構部５０の回転中心軸線及び進退機構部６０の進
退中心軸線とを結ぶ軸線とを平行に配置した構成を示している。しかし、この主操作部３
内に配置される送水、吸引シリンダや送水、吸水チューブ等の配置位置によっては、前述
のようにレバー操作伝達機構部７０の軸線と、駆動力伝達機構部５０の軸線と進退機構部
６０の軸線とを結ぶ軸線とを平行にして配置することが難しく、平行状態に配置すること
を優先させることによって操作部が大型化するおそれがあった。
【００６０】
そのため、本実施形態においては図１１（ａ）に示すようにスライドプレート３ｈとレバ
ー操作伝達部材７６とを地板３ｆを挟んで連結固定する際、図１１（ｂ）に示すように進
退機構部６０の進退部本体６１が固定されているスライドプレート３ｈに長穴８５を形成
し、この長穴８５を通して連結部材７５をレバー操作伝達部材７６に固定して、スライド
プレート３ｈが長穴８５の範囲で可動する構成にしている。このことによって、レバー操
作伝達機構部７０の軸線Ｌ 1 と、進退機構部６０の軸線Ｌ 2 とが交差した位置関係になる
ようにしている。
【００６１】
また、図１１（ｃ）に示すように図示しない進退操作レバーが回動操作して第２アーム部
材７２を介してレバー操作伝達部材７６を先端側に移動させるとき、スライドプレート３
ｈに長穴８５が形成されていることによって、このスライドプレート３ｈが長穴８５に沿
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って移動することにより、進退操作レバーの操作に連動して進退機構部６０が進退動作す
る構成にしている。
【００６２】
このことにより、図１１（ｄ）に示すように主操作部３内に配置されている送水シリンダ
９１、吸引シリンダ９２やこれらシリンダ９１，９２から延出する先端側送気・送水チュ
ーブ９３、先端側吸水チューブ９４、手元側送気チューブ９５、手元側送水チューブ９６
、手元側吸引チューブ（不図示）等が配置されている空きスペースを利用して、地板３ｆ
を挟んでレバー操作伝達機構部７０と、駆動力伝達機構部５０及び進退機構部６０とを配
置する際、レバー操作伝達機構部７０の軸線Ｌ 1 と、駆動力伝達機構部５０の軸線とこの
軸線に一致する進退機構部６０の軸線Ｌ 2 とを角度θに傾けて配置することが可能になる
。
【００６３】
このように、地板を挟んでレバー操作伝達機構部と、駆動力伝達機構部及び進退機構部を
配置する際、進退部本体が固定されているスライドプレートに長穴を形成し、この長穴を
通して連結部材をレバー操作伝達部材に固定して、スライドプレートが長穴の範囲で可動
する構成にしたことによって、レバー操作伝達機構部の摺動軸と、駆動力伝達機構部の回
転中心軸線及び進退機構部の進退中心軸線を結ぶ軸線とを交差した位置関係で配置させる
ことができる。このことによって、地板に配置する各機構部の配置レイアウトの自由度を
大幅に向上させて、操作部の大型化が防止される。
【００６４】
尚、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱し
ない範囲で種々変形実施可能である。
【００６５】
［付記］
以上詳述したような本発明の上記実施形態によれば、以下の如き構成を得ることができる
。
【００６６】
（１）回転駆動源からの駆動力が伝達されて回転する超音波振動子を配置した超音波振動
子部を収納する振動子部収納空間を設けた先端構成部と、内視鏡操作部に設けた湾曲操作
レバーの操作に応じて湾曲動作する湾曲部とを具備する超音波内視鏡において、
前記超音波振動子を回転駆動させる駆動力伝達部材と、
この駆動力伝達部材を覆い包むように遊嵌配置され、前記振動子部収納空間に収納された
超音波振動子部を前記先端構成部に対して突没動作させる進退部材と、
前記内視鏡操作部内に配設され、前記進退部材の基端部が配置される挿入部軸方向に摺動
する進退機構部と、
前記内視鏡操作部に設けられ、前記進退機構部を進退移動させる操作指示を行う操作レバ
ーと、
この操作レバーからの操作指示を伝達して前記進退機構部を進退移動させるレバー操作伝
達機構部と、
前記駆動力伝達部材に回転駆動源からの回転駆動力を伝達する駆動力伝達機構部と、
を具備する超音波内視鏡。
【００６７】
（２）前記駆動力伝達機構部は、前記進退機構部の移動によって進退動作する進退部材と
、前記駆動力伝達部材との相対的位置関係を所定位置関係に設定する相対位置調整手段を
有する付記１記載の超音波内視鏡。
【００６８】
（３）前記内視鏡操作部内に地板を配置し、
この地板の一面側に前記レバー操作伝達機構部を、他面側に前記駆動力伝達機構部及び進
退機構部をそれぞれ配置した付記１記載の超音波内視鏡。
【００６９】
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【発明の効果】
以上説明したように本発明によれば、操作部の大径化や厚みの増大など、操作部を大型化
させることなく、簡単な操作で超音波振動子部を挿入部の先端部から突出させた状態又は
先端部に収納した状態にして観察を行える超音波内視鏡を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１ないし図９は本発明の一実施形態に係り、図１は超音波内視鏡の構成を説明
する図
【図２】超音波内視鏡の内部機構を簡単に説明する概略図
【図３】超音波内視鏡の先端部分の構成を説明する図
【図４】超音波内視鏡の主操作部先端側の構成を説明する断面図
【図５】主操作部を反進退操作レバー側から見たときの説明図
【図６】主操作部の進退操作レバー側の構成を説明する図
【図７】超音波振動子部の先端構成部に対する動作を説明する図
【図８】超音波振動子部を先端構成部から突出させるように進退操作レバーを操作した状
態を示す図
【図９】駆動力伝達機構部の動作を説明する図
【図１０】駆動力伝達機構部の他の構成を説明する図
【図１１】主操作部内に配置するレバー操作伝達機構部と、駆動力伝達機構部及び進退機
構部との位置関係を説明する図
【符号の説明】
１…超音波内視鏡
２…挿入部
３…主操作部
３ｅ…進退操作レバー
４ｂ…駆動モータ
７…先端構成部
３０…超音波振動子部
３１…超音波振動子
３７…進退用シース
３９…フレキシブルシャフト
５０…駆動力伝達機構部
６０…進退機構部
７０…レバー操作伝達機構部
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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